
職
種
・
採
用
人
員

在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
職
員
（
嘱
託
常
勤
）

１
名

勤
務
時
間

月
曜
〜
金
曜
８
時
30

分
〜
17
時
15
分

給
与

月
給
制(

賞
与
、
社
保
等

あ
り)

受
験
資
格

保
健
師
ま
た
は
看
護

師
の
有
資
格
者
で
、
昭
和
41
年
４

月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

試
験
予
定
日

４
月
上
旬
に
面
接

試
験

採
用
年
月
日

平
成
18
年
５
月
１

日申
込
書
等

社
会
福
祉
協
議
会
で

配
布

受
付
期
間

３
月
13
日
�
〜
24
日

�
８
時
30
分
〜
17
時
15
分(

※

土
・
日
曜
、
21
日
�
を
除
く)

町
社
会
福
祉
協
議
会
�
７
２

２
―
９
９
９
０

問�

募
集
し
ま
す

町
臨
時
職
員
の
登
録

社
会
福
祉
協
議
会
職
員

町
で
は
、
職
員
に
欠
員
が
生
じ

た
場
合
な
ど
に
、
一
定
の
期
間
業

務
を
補
助
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

臨
時
職
員
を
採
用
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
臨
時
職
員
は
そ
の
都
度

登
録
者
の
中
か
ら
、
そ
の
人
の
希

望
等
を
勘
案
し
採
用
し
て
い
ま
す
。

登
録
を
ご
希
望
の
方
は
、
市
販

の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記
入
、

押
印
し
、
写
真
を
貼
っ
て
総
務
課

ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

な
お
、
平
成
18
年
度
の
臨
時
職

員
の
登
録
は
、
３
月
６
日
�
よ
り

随
時
受
け
付
け
ま
す
。

コ
マ
地
図
を
見
な
が
ら
、
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
を
ま
わ
る
ハ
イ
キ
ン

グ
。
町
内
約
５
㎞
、
２
時
間
程
度

の
コ
ー
ス
で
す
。

日
時

３
月
26
日
�
９
時
〜
12
時

30
分
予
定

集
合
場
所

伊
奈
町
役
場

対
象

小
学
３
年
生
〜
中
学
生

参
加
費

２
０
０
円(

保
険
代
等)

当
日
集
め
ま
す
。

主
催

町
青
少
年
相
談
員
協
議
会

・

３
月
13
日
�
ま
で
に
生

涯
学
習
課

２
５
４
２
へ

内�

問�

申�

県
で
は
、
県
政
に
対
す
る
皆
様

の
声
を
お
聴
き
す
る
た
め
、
県
政

モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

任
期
　
委
嘱
の
日(

４
月
予
定)

〜

平
成
19
年
３
月
31
日

内
容

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

職
種

一
般
事
務
・
保
育
業
務

(

保
育
所
、
児
童
ク
ラ
ブ
等)

・
調

理
業
務
・
そ
の
他

総
務
課

２
２
２
２

内�

問�

県
で
は
、
平
成
18
年
４
月
１
日

か
ら
児
童
虐
待
予
防
、
ひ
き
こ
も

り
対
策
、
新
型
肺
炎
な
ど
の
広
域

的
、
専
門
的
機
能
の
強
化
を
図
る

た
め
に
保
健
所
の
集
約
・
再
編
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
北
足
立
福
祉
保

健
総
合
セ
ン
タ
ー
・
鴻
巣
保
健
所

上
尾
支
所
は
、
鴻
巣
保
健
所
上
尾

分
室
と
な
り
ま
す
。
業
務
の
内
容

等
は
次
の
と
お
り
で
す
。

分
室
で
行
う
業
務

・
公
費
負
担

ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
回
答
、
提
言
な
ど

(

活
動
実
績
に
応
じ
た
謝
礼
あ
り)

応
募
資
格

県
内
在
住
の
20
歳
以

上(

平
成
18
年
４
月
１
日
現
在)

の

方
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ブ
ラ

ウ
ザ
の
閲
覧
お
よ
び
電
子
メ
ー
ル

を
日
本
語
で
で
き
る
方(

た
だ
し
、

議
員
、
首
長
、
常
勤
の
県
・
県
内

市
町
村
・
県
の
地
域
を
所
管
す
る

国
の
機
関
の
職
員
を
除
く)

定
員

５
０
０
人
程
度(

選
考)

３
月
23
日
�
17
時
ま
で
に
県

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

http
://w
w
w
.p
ref.saitam

a.lg.jp

/A
01 /B

K
00 /m

onitor_oubo/

県
総
務
部
広
聴
広
報
課
�
８

３
０
―
２
８
５
０

問� 申�

県
労
働
委
員
会
で
は
、
労
働
条

件
や
解
雇
な
ど
を
め
ぐ
り
労
働
者

個
人
と
使
用
者
と
の
間
で
話
し
合

い
が
ま
と
ま
ら
ず
生
じ
た
ト
ラ
ブ

不
動
産
鑑
定
士
が
不
動
産
の
価

格
等
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時

４
月
１
日
�
10
時
30
分
〜

16
時

場
所

コ
ル
ソ
７
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ブ
ン(

さ
い
た
ま
市)

、
川
越

東
口
ア
ト
レ
６
階
川
越
市
生
活
情

報
セ
ン
タ
ー(

川
越
市)

�
埼
玉
県
不
動
産
鑑
定
士
協

会
�
８
３
８
―
０
４
８
３

問� 医
療
費
の
申
請(

未
熟
児
養
育
医

療
・
障
害
児
育
成
医
療
・
特
定
疾

患
・
小
児
慢
性
特
定
疾
患
・
被
爆

者
医
療)

・
健
康
相
談

本
所(

北
足
立
福
祉
保
健
総
合
セ

ン
タ
ー
・
鴻
巣
保
健
所)

に
移
る

業
務

①
食
品
営
業
関
係
の
許
可

②
環
境
衛
生
関
係
営
業
許
可(

理

容
所
・
美
容
所
等)

③
水
質
検
査

④
検
便

※

①
の
申
請
は
、
毎
月
第
１
水

曜
・
第
３
木
曜
の
10
時
〜
12
時
ま

で
、
本
所
か
ら
職
員
が
出
向
い
て

受
付
を
行
い
ま
す
。

詳
し
く
は
北
足
立
福
祉
保
健
総

合
セ
ン
タ
ー
・
鴻
巣
保
健
所
�
０

４
８
―
５
４
１
―
０
２
４
９
へ

自
分
で
育

て
た
野
菜
を

食
べ
て
み
た

い
。
そ
の
よ

う
な
希
望
を

お
持
ち
の
方
に
、
貸
農
園
の
あ
っ

せ
ん
を
行
っ
て
い
ま
す
。

場
所

町
内
47
か
所

・
南
部
地
区
12
か
所

・
中
部
地
区
20
か
所

・
北
部
地
区
15
か
所

面
積

１
区
画
約
33
㎡(

10
坪)

入
園
料

１
区
画
５，

０
０
０
円

(

年
間)

入
園
期
間

３
月
１
日
〜
平
成
19

年
２
月
28
日
ま
で

・

３
月
１
日
�
か
ら
Ｊ
Ａ

上
尾
市
伊
奈
支
店
経
済
係
�
７
２

１
―
２
９
５
３
へ(

先
着
順)

問�

申� ル
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
申
請
に

基
づ
き
、
あ
っ
せ
ん
員
が
双
方
の

意
見
の
調
整
や
助
言
等
を
行
い
、

歩
み
寄
り
に
よ
る
解
決
が
図
ら
れ

る
よ
う
援
助(

あ
っ
せ
ん)

を
行
っ

て
い
ま
す
。

対
象
は
県
内
の
事
業
所
で
働
く

労
働
者
ま
た
は
使
用
者
で
す
。
こ

の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
で
お
悩
み
の

方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
制
度
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

県
労
働
委
員
会
事
務
局
調
整

課
�
８
３
０
―
６
４
５
５

問�
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�／電話番号　　／問合せ　　／申込み　　／内線 

タウン情報 お間違えなく！！く！！ 
役場へのお問い合わせは�721-2111(代表)へ。(ダイレクトインではありません)内線をお伝えください。 
お間違えなく！！ 
役場へのお問い合わせは�721-2111(代表)へ。(ダイレクトインではありません)内線をお伝えください。 

申� 内�問�

青
少
相
の
伊
奈
町
探
検

ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー

平
成
18
年
度
県
政
モ
ニ
タ
ー

不
動
産
の
無
料
相
談
会

個
別
的
労
使
紛
争
の
あ
っ
せ
ん

ち
ょ
っ
と
お
耳
に

鴻
巣
保
健
所
上
尾
支
所
が

同
上
尾
分
室
に
な
り
ま
す

貸
農
園
を
紹
介
し
ま
す



◆ご注意ください◆
放送時刻 １８時００分

曲　　名 野バラ

奨
学
資
金

〜
65
歳
ま
で
の
定
年
の
引
上
げ
、

継
続
雇
用
制
度
の
導
入
等
が
義
務

化
〜

【
平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
】

65
歳
未
満
の
定
年
の
定
め
を
し

て
い
る
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す

る
高
年
齢
者
の
65
歳
ま
で
の
安
定

し
た
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
、

①
定
年
の
引
上
げ

②
継
続
制
度
の
導
入

③
定
年
の
定
め
の
廃
止

の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
労
使
協
定
に
よ
り
、

②
の
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
に
係

る
基
準
を
定
め
、
当
該
基
準
に
基

インク代�

マスター代�

用紙代�

200枚に�
つき50円�
１枚につき�
50円�
１枚につき�
２円�

１枚につき�
１円�

従来どおり�

従来どおり�

※１�

※２�

改正前� 改正後� 備考�

※1　ミス(失敗)分も含みます。   �
※2　サイズ(Ａ４、Ｂ５等)による値段の�
　　　差はありません。 �

づ
く
制
度
を
導
入
し
た
と
き
は
、

②
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
み
な

し
ま
す
。

埼
玉
労
働
局
職
業
安
定
部
�

６
０
０
―
６
２
０
８

問�

▽
Ｊ
Ａ
上
尾
市
四
季
彩
館
直
売
組

合
か
ら
２
０，

０
０
０
円
、
佐
藤

道
夫
氏(

大
針)

か
ら
車
椅
子
１

台
、
匿
名
の
方(

１
件)

か
ら
５，

０
０
０
円
を
社
会
福
祉
の
た
め
に

役
立
て
て
ほ
し
い
と
ご
寄
付
が
あ

り
ま
し
た
。
社
会
福
祉
協
議
会
で

有
効
に
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

(

順
不
同)

み
な
さ
ん
に
ご
利
用
い
た
だ
い

て
い
る
総
合
セ
ン
タ
ー
印
刷
機
の

利
用
料
金
を
４
月
１
日
か
ら
上
記

の
と
お
り
改
正
し
ま
す
の
で
、
ご

理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

総
合
セ
ン
タ
ー
�
７
２
２
―

９
１
１
１

問�

なお、子どもたちの安全を守るため14時・16時30分に実

施している防犯放送は、14時・18時に変わります。
生活安全課生活安全係 ２２８２内�問�
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伊奈町役場　�721-2111� 伊奈町役場　�721-2111� 暮らし・いきいき 暮らし・いきいき 
※掲載希望の方は、掲載希望月の前月5日までに、持参または郵送で秘書広報係まで。ただし月により締切りは変わることもありますので詳しくはお問い合わせください。�

各種無料相談�各種無料相談�各種無料相談�
●町長相談 企画課 2214
ところ／役場２階町長公室
町政全般について、町長が直接相談に応じます。
※事前の電話予約が必要です。
●教育相談 教育委員会 2521
と　き／８・22日（第2・第4水曜）9：00～12：00
ところ／役場２階第７会議室
教育長が、教育問題についての相談に応じます。
※希望者は、事前に連絡してください。
●暴力団被害相談 生活安全課 2282
と　き／14日（第２火曜）13：00～16：00
ところ／役場２階第８会議室
上尾警察署員が暴力団員等による不当な行為で困
っている方の相談に応じます。
※事前の電話予約が必要です。
●事業とくらしの相談 住民相談室 2191
と　き／15日（第３水曜）13：00～16：00
ところ／役場２階第８会議室
行政書士が会社設立、農地転用、開発許可、相続
等の手続きの相談に応じます。
●登記相談 住民相談室
と　き／17日（第３金曜）13：00～16：00
ところ／役場２階第８会議室
司法書士が登記や供託、訴訟書類の作成などの相
談に応じます。
●行政相談 住民相談室
と　き／22日（第４水曜）10：00～12：00
ところ／役場２階第８会議室
行政相談委員が、国・県・町の行政に関する要望や
苦情などの相談に応じます。
●法律相談 住民相談室
と　き／24日（第４金曜）13：00～15：00
受　付／12：00～14：30受付順
ところ／住民相談室
弁護士が、契約、相続、交通事故の損害賠償、訴
訟の手続きなどの相談に応じます。
●住宅リフォーム相談 住民相談室
ところ／住民相談室
建築設計士による住宅リフォーム対策についての
相談に応じます。
※事前の電話予約が必要です。
●消費生活相談 産業振興課 2241
と　き／２・９・16・23・30日� 10：00～15：00
ところ／役場２階第８会議室
消費生活専門相談員が消費者契約トラブル等の相
談に応じます。
●女性相談 人権推進課 2219
と　き／８日（第２水曜）10：00～12：00
ところ／役場２階第８会議室
女性相談員が、女性のための相談に応じます。
●人権相談 人権推進課
と　き／15日（第３水曜）９：00～12：00
ところ／役場３階第１会議室
人権擁護委員が、人権侵害の問題やもめごとなど
の相談に応じます。

●児童相談 健康生活課 2144
と　き／28日� 10：00～15：00
ところ／総合センター　茶室
家庭児童相談員が、子どものしつけや生活につい
ての相談に応じます。

●結婚相談 社会福祉協議会�722-9990
と　き／15日� 9：30～11：30
ところ／ふれあい福祉センター点訳室・相談室
相談員が結婚を希望する方の相談に応じます。
●心配ごと相談 社会福祉協議会
と　き／８・22日（第２・第４水曜）9：00～12：00
ところ／ふれあい福祉センター相談室
民生委員・児童委員が、生活上の迷い、困りごと
の相談に応じます。

内�

内�

内�

内�

内�

内�

内�

３月

総
合
セ
ン
タ
ー
の
印
刷
機

利
用
料
金
が
変
わ
り
ま
す

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の

安
定
等
に
関
す
る
法
律
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

返
済
期
間

貸
付
金
20
万
円
以
下

は
30
か
月
、
20
万
円
を
超
え
40
万

円
以
下
は
40
か
月

(

と
も
に
据
置
期
間
を
含
ま
ず)

※
月
賦
返
済
と
し
、
据
置
期
間
は

貸
付
け
月
か
ら
起
算
し
て
１
年

詳
し
く
は
、
教
育
委
員
会
総
務

課

２
５
２
１
へ

内�

10
万
円�

20
万
円�

20
万
円�

40
万
円�

貸
付
限
度
額�

区
　
　
　
分�

高
等
学
校�

大
　
　
学�

国
立
・
公
立�

私
　
　
　
立�

国
立
・
公
立�

私
　
　
　
立�

高
校
や
大
学
に
入
学
す
る
方
の

保
護
者
で
、
入
学
資
金
の
調
達
が

困
難
な
方
に
対
し
て
奨
学
資
金
の

貸
付
け
を
行
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た


